
障
が
い
の
あ
る
方
の
就
職
・

結
婚
・
身
の
上
相
談

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

会
場
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
西
区
二
十
四
軒
２
の
６
）。

対
象
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
１８
歳
以
上
の
方
。

申
込
事
前
に

。
手
帳
の
ほ
か
履

歴
書
、
写
真
２
枚
、
印
鑑
が
必
要
。

申
込
先
・
詳
細

身
体
障
害
者
福
祉
協

会
（
６４１
）８
８
５
３

敬
老
手
帳
を
お
渡
し
し
ま
す

市
内
に
お
住
ま
い
の
６５
歳
以
上

の
方
に
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。

敬
老
優
待
乗
車
証
を
利
用
し
て

い
る
方
は
、
乗
車
証
利
用
時
に
敬

老
手
帳
の
携
帯
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
ま
だ
お
持
ち
で
な
い
方

は
、
健
康
保
険
証
な
ど
年
齢
を
確

認
で
き
る
も
の
を
持
参
し
、
区
役

所
の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
へ
。

詳
細

区
役
所（
１
�
）
の
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課

地
域
福
祉
振
興
助
成
金
の
交
付

地
域
福
祉
活
動
を
行
う
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
な
ど
へ
助
成
金
を
交

付
し
ま
す
。
助
成
要
件
な
ど
詳
し

く
は
、
申
請
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
５
月
１６
日
�
か
ら
区
役
所
の

保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
、
市
民
活

動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー（
１
�
）

な
ど
で
配
布
す
る
申
込
書
を
、
６

月
１５
日
�
（
消
印
有
効
）
ま
で
に

送
付
。
助
成
要
件
に
基
づ
き
審
査

の
上
で
決
定
。

詳
細

保
健
福
祉
局
総
務
課

（
２１１
）２
９
３
２

母
子
寡
婦
福
祉
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
２
級
講
習
会

期
間
６
月
２７
日
�
〜
９
月
２８
日
�

の
月
・
水
・
金
曜
。
全
２３
回
。

対
象
母
子
家
庭
の
母
と
寡
婦
（
か

つ
て
母
子
家
庭
の
母
だ
っ
た
方
）

で
未
受
講
者
３０
人
。

費
用
６
千
円
。

申
込
５
月
１７
日
�
、
１８
日
�
に
区

役
所
の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
か

母
子
寡
婦
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
社
会

福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
／
１
�
）

へ
直
接
。
抽
選

詳
細

母
子
寡
婦
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
６３１
）３
２
７
０
か
区
役
所（
１

�
）
の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会

協
力
員
登
録
説
明
会

高
齢
の
方
、
障
が
い
の
あ
る
方

な
ど
へ
の
家
事
援
助
や
子
育
て
援

助
な
ど
を
行
う
協
力
員
（
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
）
登
録
の
た
め
の
説

明
会
。
活
動
へ
の
謝
礼
は
１
時
間

７００
円
程
度（
交
通
費
実
費
支
給
）。

日
時
５
月
３０
日
�
午
前
９
時
３０
分

〜
正
午
。

会
場
・
定
員
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス

協
会
（
中
央
区
北
１
西
９
リ
ン
ケ

ー
ジ
プ
ラ
ザ
内
）。
８０
人
。

費
用
千
１００
円
（
来
年
３
月
ま
で
の

分
。
登
録
者
の
み
当
日
納
入
）。

申
込
５
月
２０
日
�
か
ら

。
先
着

申
込
先
・
詳
細

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス

協
会
（
２７２
）４
４
４
０

車
い
す
を
使
用
す
る
方
の
た
め

の
健
診

車
い
す
を
長
時
間
使
用
す
る
こ

と
に
伴
う
床
ず
れ
、
骨
の
変
形
、

排
尿
障
が
い
な
ど
を
予
防
す
る
た

め
の
健
康
診
断
で
す
。

期
間
５
月
６
日
�
〜
８
月
３１
日
�
。

対
象
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
た
１８
歳
以
上
の
在
宅
の
方
で
、

日
常
生
活
に
お
い
て
車
い
す
を
使

用
し
て
い
る
方
。

申
込
区
役
所
の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ

ス
課
で
配
布
中
の
申
込
書
を
提
出
。

詳
細

区
役
所（
１
�
）
の
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課

税

金

■
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
を

お
送
り
し
ま
す

４
月
１
日
現
在
で
原
動
機
付
自

転
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
、
軽
自

動
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
を
所
有

ま
た
は
使
用
し
て
い
る
方
に
、
５

月
中
旬
、
平
成
１７
年
度
軽
自
動
車

税
の
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま

す
。
５
月
３１
日
�
ま
で
に
金
融
機

関
か
郵
便
局
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

詳
細

区
役
所（
１
�
）の
課
税
課

■
１７
年
度
（
１６
年
分
）
の
市
・
道

民
税
証
明
書（
所
得
証
明
）の
交
付

５
月
１７
日
�
か
ら
区
役
所
、
市

役
所
２
階
税
の
証
明
窓
口
で
交
付

し
ま
す
。
運
転
免
許
証
な
ど
本
人

確
認
の
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
な
お
、
普
通
徴
収
の
方

は
、
６
月
９
日
�
ま
で
は
、
所
得

額
の
み
の
証
明
と
な
り
ま
す
。

詳
細

区
役
所（
１
�
）の
課
税
課

■
市
税
の
納
付
は
口
座
振
替
（
自

動
払
い
込
み
）
で
！

市
・
道
民
税
（
普
通
徴
収
分
）

の
納
付
に
は
、
安
心
・
確
実
な
口

座
振
替
（
自
動
払
込
み
）
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
現
在
、
平
成
１７
年

度
第
１
期
分
か
ら
の
新
た
な
申
し

込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
５

月
３１
日
�
ま
で
に
預
貯
金
通
帳
と

そ
の
届
出
印
を
お
持
ち
の
上
、
口

座
の
あ
る
金
融
機
関
か
郵
便
局
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
な
お
、

金
融
機
関
に
あ
る
申
込
書
の
「
納

税
通
知
書
番
号
」
欄
に
は
、
平
成

１７
年
１
月
１
日
現
在
の
住
所
の
区

名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細

区
役
所（
１
�
）の
納
税
課

■
納
税
は
お
済
み
で
す
か

５
月
は
滞
納
整
理
強
化
月
間
で

す
。
市
税
に
未
納
が
あ
る
方
は
、

至
急
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
早
期

に
納
付
で
き
な
い
事
情
の
あ
る
方

は
、
お
住
ま
い
の
区
の
区
役
所
納

税
課
へ
必
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
や
相
談
が
な
い
場
合
は
、
給

与
な
ど
の
財
産
差
し
押
さ
え
を
実

施
し
、
滞
納
市
税
の
解
消
を
強
力

に
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

詳
細

区
役
所（
１
�
）の
納
税
課

■
配
偶
者
特
別
控
除
の
一
部
廃
止

平
成
１７
年
度
の
個
人
の
市
・
道

民
税
か
ら
、
配
偶
者
の
合
計
所
得

金
額
３８
万
円
（
給
与
所
得
者
の
場

合
は
収
入
金
額
が
１０３
万
円
）
以
下

の
方
（
配
偶
者
が
控
除
対
象
配
偶

者
の
方
）
に
つ
い
て
、
配
偶
者
特

別
控
除
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

詳
細

税
制
課
（
２１１
）２
２
８
２

■
市
税
条
例
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

�
個
人
市
民
税
�

�
６５
歳
以
上
の
方
（
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
１２５
万
円
を
超
え
る
方

を
除
く
）
に
対
す
る
非
課
税
措
置

を
平
成
１８
年
度
分
の
個
人
市
民
税

か
ら
段
階
的
に
廃
止
し
ま
す
（
平

成
１７
年
１
月
１
日
に
お
い
て
６５
歳

に
達
し
て
い
た
方
の
税
額
を
、
１８

年
度
分
は
３
分
の
１
、
１９
年
度
分

は
３
分
の
２
、
２０
年
度
分
か
ら
は

全
額
と
す
る
経
過
措
置
を
講
じ
ま

す
）。

�
生
計
同
一
の
妻
に
対
す
る
均
等

割
の
非
課
税
措
置
の
廃
止
に
伴
い
、

次
の
方
に
対
し
て
課
す
る
均
等
割

の
額
か
ら
千
５００
円
を
減
額
す
る
措

置
を
平
成
１７
年
度
分
の
個
人
市
民

税
か
ら
廃
止
し
ま
す
。
�ア
均
等
割

５月３１日�は、
軽自動車税の納期限

です。

固定資産税・都市計画税
（第１期分：５月２日�納期限）
の納付はお済みでしょうか。
市税は納期限までに納めてください。
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申し込み時の必要事項


